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95−1
日　本　水　道　協　会

水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ検査施行要項

平成17年  4月12日制定
平成29年  4月  5日改正

水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンス

リーブ（JWWA K 158）による。

　　なお，固定用ゴムバンドは規格附属書

A，固定用締め具は規格附属書 Bによる。

判定基準　検査の判定基準は，当該規格，要

項の検査方法及び別表［不良の階級別欠点

及び判定基準］による。

製品検査　製品検査は，規格箇条4の材料及

び規格箇条10の検査について行う。

材料検査　規格箇条4材料検査は，材料の供

給業者の試験成績書によって行い，メタロ

セン触媒による低密度ポリエチレンを主体

とした原料を使用していることを調べる。

物性検査　規格10.2の物性検査は，規格9.2

～9.7及び検査通則第3条～第7条によって

行い，表1に適合していることを調べる。

　　なお，物性検査のロットの大きさは，呼

び径別に連続製造した表2に規定する最大

長さとする。

　　また，ロットが最大長さを超える場合

は，別にロットを組まなければならない。

物性検査のサンプリング　物性検査に用いる

製品のサンプリングは，立会検査当日に生

産されているもの，もしくはその直近に生

検 査 基 準

製 品 検 査

（材料検査）

（物性検査）

材 料 製 造
ロ ッ ト 毎
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検査の都度

産されたものから任意に抜き取る。

物性検査の判定　立会検査の結果，製品の物

性が表1の性能を満足する場合，物性検査

結果を合格と判定する。

製造業者検査記録の確認　立会検査において

サンプリングできなかったロットは，検査

工場の社内検査記録を確認する。

　　検査工場の社内検査記録の確認は，原則

として直近の立会検査日に行う。

　　次回の検査申し込みが1ヶ月以上先にな

る場合は，検査月の翌月末までに社内検査

記録の確認を行う。

製造業者検査結果の報告　立会検査において

サンプリングできなかったロットが社内検

査の結果不合格となった場合は，その旨を

遅滞なく本協会へ報告しなければならな

い。

　　また，検査前表示を行っている製品は，

その検査証印を削除しなければならない。
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表1　スリーブの物性及び試験回数

項目
品質
規定

試験
回数

1回の試料数

引張
降伏
応力

30MPa
以上 a）b）c）

1回

本体縦方向
5個

本体横方向
5個

熱融着部横方
向
5個

引張
破壊
ひずみ

600%以上 a）c）

引張
弾性率

160MPa 以下 c） 1回

本体縦方向
3個

本体横方向
3個

耐衝
撃性

衝撃で破れが
ないこと

1回 10枚

メルトマ
スフロー
レイト
（MFR）

0.2g/10min を
超え，

3.0g/10min
以下 c）

3回
切り取り片と
して最低3個

密度
（23℃）

901㎏ /㎥を超
え，921㎏ /㎥
以下 c）

3回
製品より必要
量を切り出す

酸化誘導
時間

60min 以上 c） 4回
製品より必要
量を切り取る

注 a）　 熱融着によって製造した呼び径1350以上の
スリーブの熱融着部の引張降伏応力は，
10MPa 以上，引張破壊ひずみは，250％以
上とする。

　 b）　 降伏点を示さない場合は，引張破壊応力と
する。

　 c）　 試験を複数回実施する項目については，平
均値が品質規定に適合すること。
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表2　ロットの最大長さ

呼び径 長さ

75～350 17,000（m）

400～1500 11,000（m）

1600～2600 5,700（m）

引張検査　規格9.2の引張検査は，供試製品

から本体（縦方向及び横方向）及び熱融着

部（横方向）の試験片を規格図1に示す形

状寸法で切り出し，JIS K 7127（プラス

チック−引張特性の試験方法−第3部：

フィルム及びシートの試験条件）及び JIS 

K 7161-1（プラスチック−引張特性の試

験方法 第1部：通則）によって行う。

　　この場合，試験片の状態調節を温度23±

2℃，湿度（50±10）％で1時間以上行った

後，試験速度500mm/min で試験片が破断

するまで引っ張り，引張降伏応力及び引張

破壊ひずみを測定する。

　　なお，引張降伏応力が出ない場合は，引

張破壊応力を引張降伏応力に読み替える。

　　ただし，試験は試験片の状態調節と同じ

環境で行う。

引張弾性率検査　規格9.3の引張弾性率検査

は，供試製品から縦方向及び横方向の試験

片を規格図1に示す形状寸法又は短冊形

（製造業者の規定した寸法）に切り出し，

引張検査に準じて行い，荷重−伸び曲線の

 
 
 

（引張検査）

（引張弾性
率 検 査 ）

 
月1回立会

月1回立会
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直線部を描く範囲の2点の荷重と伸び（つ

かみ具間距離）を測定する。

　　ただし，試験速度は1.0mm/min で行う。

　引張弾性率を次のいずれかの式により算出

する。

（1）Et＝ ΔF× L
A ΔL

　Et：引張弾性率（MPa）

　ΔF：二点間の荷重の差（N）

　A：試験片の元の断面積（㎟）

　L：初めのつかみ具間距離（㎜）

　ΔL：2点間のつかみ具間距離の差（㎜）

（2）Et＝ σ2　−　σ1

ε2　−　ε1

　Et：引張弾性率（MPa）

　σ1： ひずみε1＝0.0005において測定され

た引っ張り応力（MPa）

　σ₂： ひずみε2＝0.0025において測定され

た引っ張り応力（MPa）

引張試験及び引張弾性率試験結果について

1．ダンベル形試験片の場合，肩の部分で

破壊したもの，及び降伏が肩の全幅に及

んだものは廃棄し，別の試験片で試験す

る。

2．短冊形試験片の場合，つかみ具合で

滑ったもの，上下のつかみ具の端部から
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（ 耐 衝 撃 性
検 査 ）

 
 
 
 
 
 
 
 

（メルトマ
スフローレ
イト検査）

月1回立会

月1回立会

10mm以内のところで破壊したもの，及

び容易に破壊するような欠陥のあるもの

は，そのデータを無効とし，新しい試験

片で追加試験する。

耐衝撃性検査　規格9.4の耐衝撃性検査は，

供試製品から1辺が100±10mmの正方形の

試験片を10枚作成し，試験片の状態調節を

温度23±2℃，湿度（50±5）％で1時間以

上行った後，規格9.4.1の試験装置を使用

し，質量は1000±1g のおもりを570+100mm

下の試験片の上に載せた撃ち型に落下させ

る。

　　ただし，試験は試験片の状態調節と同じ

環境で行う。

　　試験後，試験片を取り出し，目視によっ

て試験片の破れの有無を調べ，試験片10枚

中8枚以上の試験片に破れが認めらない場

合は合格と判定する。

メルトマスフローレイト検査　規格9.5のメ

ルトマスフローレイト検査は，JIS K 

7210-1〔プラスチック−熱可塑性プラス

チックのメルトマスフローレイト（MFR）

及びメルトボリュームフローレイト

（MVR）の求め方−第1部：標準的試験方

法〕のA法又はB法によって行う。

　　ただし，試料は製品から試験設備のシリ

ンダの内孔に投入できるものを作成する。

1．A法の場合，試験条件は，測定温度



項　　目 検　　査　　方　　法 摘　　要

95−7

190℃，公称荷重2.16kg，シリンダに充填

する試料の質量3～8g，1回の切り取り長

さが10mm以上とする。

試験操作により集めた切り取り片のう

ち，目に見える気泡を含んだものを廃棄

し，残った切り取り片（最低3個）の重さ

を個別に1mgまで正確に測定し，それら

の平均質量を算出する。

ただし，個々のひょう量の最大値と最

小値の差が平均値15％を超える場合には，

その結果は捨てて，新しい試料を用いて

試験を繰り返す。

メルトマスフローレイト（MFR）は次

式により算出する。

MFR＝ 600･m
t

　MFR：メルトマスフローレイト（g/10min）

　m：切り取り片の平均質量（g）

　t：試料の切取時間間隔（秒）

2．B法の場合，ピストンが移動する距離

と時間を自動測定できる測定装置を用い，

操作方法はA法により行い，次のいずれ

かの方法で行う。

（1 ）　ピストンが所定の時間内に移動する

距離を測定する方法。
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（2 ）　ピストンが所定の距離を移動する時

間を測定する方法。

　　 メルトマスフローレイト（MFR）は次

式により算出する。

MFR＝ 427･L･ρ
t

　L： 所定のピストン移動距離〔（2）の方法

による場合〕又は個々の測定距離の平

均値〔（1）の方法による場合〕（cm）

　ρ： 試験温度での溶融密度（g/cm3）を表

し，次式により計算する。

ρ＝ m
0.711･L

　m： ピストンの移動 lcmでの押出物をひょ

う量して求めた質量（g）

　t： 所定の測定時間〔（1）の方法による場

合〕又は個々の測定時間の平均値〔（2）

の方法による場合〕（秒）

　A法，B法いずれの場合も，試験結果は有

効数字2桁まで求める。

　　なお，試験の際，試料をシリンダに挿入

してから最後の測定を行うまでの時間は，

25分を超えてはならない。

密 度 検 査　規格9.6の密度検査は，JIS K （密度検査） 月1回立会
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7112（プラスチック−非発泡プラスチッ

クの密度及び比重の測定方法）によって行

う。

　　なお，試験方法はA法（水中置換法），

B法（ピクノメーター法），Ｃ法（浮沈法）

又はＤ法（密度こうばい管法）のいずれか

により行う。例として，一般的に使用して

いるA法とＤ法の手順を記載する。

1．A法の場合，次の手順で試験を行う。

この場合の試験片は，液中に浸せきし

たときなるべく気泡を抱き込まないよう

に，適切な方法で表面が滑らかになるよ

うに製品から切り出したものとする。サ

イズはビーカーと試験片の間隔が十分取

れるものであればどのような大きさでも

よいが，質量は1～5g 程度とする。

また，浸せき液は，新しい蒸留水又は

他の適切な液体で，気泡を除くため0.1％

以下の湿潤材を含むものとし，測定中に

試験片が接触する液体又は溶液は，試験

片に何らかの作用を及ぼしたり，測定に

影響するほど吸収されるものでないこと。

ただし，気泡の抱き込みが起こりにくい

浸せき液の場合は，湿潤材は含まなくて

もよい（n−ヘプタン，n−ヘキサン）。

（1 ）　直径が0.125mm以下の金属線でつる

した試験片をひょう量し，架台又は他
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の固定支持台の上に載せたビーカー中

の浸せき液に浸す。浸せき液の温度は，

23±0.1℃に保持し，細い金属線で試験

片に付いた気泡を取り除く。このとき

浸せきレベルをあらかじめ決めておく。

（2）　浸せきした質量を測定する。

（3 ）　浸せき液が水以外の場合にはその密

度を測定する。空のピクノメーターを

ひょう量し，次いで温度 tの新しい蒸留

水を入れて再度ひょう量する。同じピ

クノメーターを，洗浄，乾燥後，今度

は温度 tの浸せき液を満たしてひょう量

する。浸せき液の密度は，次式により

算出する。

ρ1L ＝ m1L × ρw,tmw

　ρ1L：浸出液の密度（g/cm3）

　m1L：浸せき液の質量（g）

　mw：水の質量（g）

　ρw, t：温度 t における水の密度（g/cm3）

（4 ）　試験片の密度は，次式により算出する。

ρs,t ＝ 1000× mS,A ×ρ1LmS,A −ms,1L

　ρ s,t：密度（kg/cm3）

　mS,A：空気中で測定した試験片の質量（g）

　ms,1L： 浸せき液中で測定した試験への未
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初回及び品
質変更の都
度

ただし，製
造業者の管
理記録の確
認は，月1
回行う。

（酸化誘導
時間検査）

補正質量（g）

　ρ1L：浸せき液の密度（g/cm3）

2．Ｄ法の場合，密度こうばい管に入れた

試験片の止まる位置を読み取り，フロー

ト密度をチャートにプロットし，対応す

る密度を読み取る。

また，20～30℃の温度範囲で測定した

密度を23℃の密度に換算する場合は，次

式によって算出する。

　ρ23＝ρ t −0.6（23− t）

　ρ23：23℃の密度（kg/m3）

　ρ t：t℃で測定した密度（kg/m3）

　t：試験温度（℃）

試験結果について　試験片に気泡が付いた

り，抱き込んだり，空気が抜ききれない場

合は，試験を無効とし，新しい試験片で追

加試験する。

酸化誘導時間検査　規格9.7の酸化誘導時間

検査は，JIS C 3660-4-2の附属書 B（ポリ

オレフィン絶縁導体の銅触媒の酸化劣化試

験方法［酸化誘導時間（OIT）試験］）に

よって行う。酸化誘導時間試験は，試料を

示差熱分析計又は示差走査熱量分析計を用

いて200±1℃まで加熱し，酸素ガスに切り

替えた時点から酸化による発熱ピークの立

ち上がりまでの時間（OIT）を測定し，そ

の平均が表1の品質規定に適合しているこ
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付表1-2（重）

（月1回立会）

（形状及び
寸法検査）

とを調べる。

　　試料は表示部を避け，3～5mgのものを

供試製品から切り取る。

　　なお，製造業者は，材料や配合など物性

に影響を与える項目を管理し，初回に行っ

た酸化誘導時間検査の性能と同等の品質が

得られることを保証する場合，ロット毎の

酸化誘導時間検査の評価を省略することが

できる。

　　この場合，製造業者は材料や配合など物

性に影響を与える項目の管理記録を作成し

なければならない。

形状及び寸法検査　規格10.3の形状及び寸法

検査は，規格9.8によって行い，規格表2に

適合していることを調べる。

　　また，ロットの大きさは，検査を実施す

る月の生産計画の枚数とすることができ

る。

　　検査工場は，年間通算で製造するすべて

の呼び径について立会検査ができるように

計画しなければならない。

　　なお，1年間に製造していない呼び径に

ついては省略する。

　　ただし，初回は，製造業者で製造されて

いる全ての呼び径について行う。

　　形状の確認は目視又はゲージによって行

う。

測定器具　寸法の測定は，JIS B 7503に規
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付表1-2（重）

（月1回立会）

付表1-3（軽）

（月1回立会）

（外観検査）

（表示検査）

定されたダイヤルゲージ，JIS B 7512に

規定された鋼製巻尺又はこれらと同等以上

の測定器，限界ゲージなどを用いて行う。

外観検査　規格10.4の外観検査は，規格9.9

によって行い，スリーブに使用上有害な

泡，フィッシュアイ，異物の混入その他の

欠点の有無を調べる。

　　また，スリーブの色が自然色（無着色品）

であることを調べる。

　　また，ロットの大きさは，検査を実施す

る月の生産計画の枚数とすることができ

る。

　　検査工場は，年間通算で製造するすべて

の呼び径について立会検査ができるように

計画しなければならない。

　　なお，1年間に製造していない呼び径に

ついては省略する。

　　ただし，初回は，製造業者で製造されて

いる全ての呼び径について行う。

表示検査　規格10.5のスリーブの表示及び梱

包表示検査は，規格箇条11に適合してい

ることを調べる。

　　また，ロットの大きさは，検査を実施す

る月の生産計画の枚数とすることができ

る。

　　検査工場は，年間通算で製造するすべて

の呼び径について立会検査ができるように

計画しなければならない。
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　　なお，1年間に製造していない呼び径に

ついては省略する。

　　ただし，初回は，製造業者で製造されて

いる全ての呼び径について行う。

スリーブの表示　規格11.1のスリーブの表示

は，次の事項を外側の見やすい場所に，印

刷，捺印など容易に消えない方法で表示し

ていることを調べる。

　　表示及び配列は，原則として付図のとお

りとする。

　　なお，表示の色は青色とし，表示項目は

白抜きによって500mmごとに表示する。

　　ただし，｢粉体塗装管｣ の表示は青色の

文字とする。

a）　 の記号

b）　製造業者名又はその略号

c）　呼び径

d）　粉体塗装管 a）

注 a）　 内面塗装がエポキシ樹脂粉体塗装の水

道用ダクタイル鋳鉄管に用いるスリー

ブに表示し，それ以外の内面塗覆装に

用いる場合は省略する。

梱包表示　規格11.2の梱包表示は，次の事項

を梱包した段ボール箱などの外側の一定の

場所に，印刷，捺印など容易に消えない方

法で表示していることを調べる。

a）　 の記号

b）　製造年月
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再 検 査

固定用ゴムバ
ン ド の 検 査

 
（物性検査）

c）　製造業者名又はその略号

d）　呼び径

e）　粉体塗装管 a）

注 a）　 内面塗装がエポキシ樹脂粉体塗装の水

道用ダクタイル鋳鉄管に用いるスリー

ブの梱包に表示し，それ以外の内面塗

覆装に用いる場合は省略する。

再検査　検査合格品の再検査は，検査通則第

14条により行うことができる。

　　ただし，物性検査は製品から試験片を切

り出して行う。

　　なお，再検査に合格した場合，検査証印

を梱包に表示する。

固定用ゴムバンドの検査は，規格附属書 A

に基づき次による。

物性検査　固定用ゴムバンドの物性検査は，

検査通則第3条～第7条に基づき，規格附属

書 A.6.1及び6.2によって行い，表3に適合

していることを調べる。

　　なお，ロットの大きさは製品の合計質量

180㎏又はその端数を一組とする。
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付表1-4（重）

付表1-2（重）

付表1-3（軽）

付表1-3（軽）

 
 
 
 
 
 

（形状及び
寸法検査）

 

（外観検査）

（表示検査）

表3　固定用ゴムバンドの物性

項　目 品質規定

硬さ試験 デュロメータ硬さ HA 65±5

引張試験
引張強さ  MPa 8.8以上

伸び  ％ 300以上

促進老化
試験

引張強さ変化率  ％ −10以内

伸び変化率  ％ ＋5，−20以内

デュロメータ硬さ HA ＋4，0以内

静的オゾン劣化試験

目視で確認でき
る亀裂等の異常
があってはなら

ない

形状及び寸法検査　固定用ゴムバンドの形状

は目視及びゲージによって行う。また，寸

法の測定は，JIS B 7507のノギス，JIS B 

7512の鋼製巻尺又はこれらと同等以上の

精度を有するものを用いて行い，規格附属

書 Aの表A .2に適合していることを調べ

る。

外観検査　固定用ゴムバンドの外観は，表面

が滑らかで，使用上有害なきず，ひび割れ，

泡，巣，異物の混入などの欠点がないこと

を目視によって調べる。

表示検査　固定用ゴムバンドの表示は，規格

附属書 Bの締め具とセットして梱包に行

い，段ボール箱などの外面の一定の場所

に，次の内容が表示されていることを調べ

る。
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固定用締め
具 の 検 査 

（物性検査）

 
 
 

（形状及び
寸法検査）

 
（外観検査）

（表示検査）

 
付表1-4（重）

付表1-3（軽）

付表1-3（軽）

a）　 の記号

b）　製造年月

c）　製造業者名又はその略号

d）　呼び径

固定用締め具の検査は，規格附属書 Bに基

づき次による。

物性検査　締め具の物性検査は，検査通則第

4条～第7条に基づき，規格附属書 B.5.2～

5.4によって行い，表4に適合していること

を製造業者の成績書により調べる。

　　なお，ロットの大きさは製品の合計質量

200㎏又はその端数を一組とする。

表4　固定用締め具の物性

項　目 品質規定

引張降伏応力  MPa 39.2以上

衝撃強さ  kJ/m2 18.0以上

荷重たわみ温度  ℃ 90.0以上

形状及び寸法検査　固定用締め具の形状は目

視及びゲージによって行い，寸法の測定

は，規格附属書図 B.1の通りであることを

JIS B 7507のノギス又はこれらと同等以

上の精度を有するものを用いて行う。

外観検査　固定用締め具の外観は，使用上有

害なきず及び割れなどの欠点がないことを

目視によって調べる。

表示検査　固定用締め具の表示は，規格附属
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検 査 証 印

書 Aの締め具とセットして梱包に行い，

段ボール箱などの外面の一定の場所に，次

の内容が表示されていることを調べる。

a）　 の記号

b）　製造年月

c）　製造業者名又はその略号

d）　呼び径

種類　

1．検査通則第9条に定める検査証印は，表

5による。

表5　検査証印　単位mm
呼び径 寸法 種類 備考

250以下 15 銅板印又は
ゴム印

吹き付け又は
押印300以上 30

固定用ゴムバ
ンド及び固定
用締め具

15 ゴム印
ラベル又は梱
包に押印

2．事前証印の場合の寸法は30mmとし，

容易に消えない方法で表示する。

付　　　則

この要領は，平成17年4月15日から実施する。

付　　　則

この要領は，平成29年5月1日から実施する。
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付図（ポリエチレンスリーブ）

　  　 φ75　 □

粉　体　塗　装　管

凡例（ポリエチレンスリーブ）
検査証印

水の記号

□ 製造業者名又はその記号

φ75 呼び径

粉体塗装管 粉体塗装管用の表示 a）

注 a） 内面塗装がエポキシ樹脂粉体塗装の水道用ダ
クタイル鋳鉄管に用いるスリーブに表示する。
それ以外の塗覆装品に用いる場合は省略する。

付図（固定用ゴムバンド及び固定用締め具）

　　日本水道協会規格品
JWWA K 158-2016

呼び径 　75mm

数　量 　600本

検査証印 製造年月

○○○○株式会社
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参考

水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ
JWWA K 158

酸化誘導時間試験成績書

検査工場名

試験場所（試験機関）

試験日

試験条件  JWWA K158　酸化誘導時間の測定による

製造管理番号（LotNo）

使用材料

配合比

　　　　　　測定結果

1回目  min

2回目  min

3回目  min

4回目  min

平均  min

※1- 試験機関を利用の際は試験機関の発行する成績書を添付すること。
※2- 材料配合量などの管理記録を添付すること。
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別表

不良の階級別欠点及び判定基準

不良の
階級

検査項目 欠点の種類 判定基準

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
ス
リ
ー
ブ

重

外観

泡 あるもの

フィッシュアイ あるもの

異物混入 あるもの

色 自然色（無着色品）以外

形状及び
寸法

折り径 許容差の範囲を超えるもの

厚さ 許容差の範囲を超えるもの

軽 表示
誤表示 間違っているもの

無表示 表示のないもの，抜けているもの

固
定
用
ゴ
ム
バ
ン
ド

重
外観

ひび割れ あるもの

泡，巣 あるもの

異物 あるもの

形状及び
寸法

長さ，直径 許容差の範囲を超えるもの

軽

外観 きず 容易に感触及び目視で判るもの

表示
誤表示 間違っているもの

無表示 表示のないもの，抜けているもの

固
定
用
締
め
具

重
形状及び
寸法

縦，横，厚さ 許容差の範囲を超えるもの

外観 きず，割れ 容易に感触及び目視で判るもの

軽 表示
誤表示 間違っているもの

無表示 表示のないもの，抜けているもの


